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西条市版 SIB 

西条市特産品開発事業 

【公募要領】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年５月 

西条市 

[受付期間] 

  平成３０年５月７日（月）～５月３１日（木） 

 

[お問い合わせ先] 

  西条市 産業経済部 産品価値創造課  

    〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷１６４番地 
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１．事業の目的 

西条市の地域資源（歴史・文化、伝統産品、農水産品、観光資源等）を活用した新

商品の開発や既存商品の改良等に要する経費を助成することで、西条市ならではの魅

力ある特産品の開発を促進し、地域産業の活性化を図ります。 

 

２．事業対象者 

主に西条市内で事業に取り組む中小企業者、農林水産業者、創業者、NPO 法人、一般

社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人その他これらに準ずる活動を行

う団体等を事業対象者とします。 

事業対象者の定義は以下のとおりです。 

・中小企業者 

中小企業基本法に規定する中小企業者又はこれらの者が組織する団体 

 

・農林水産業者 

 農業者、林業者、漁業者又はこれらの者が組織する団体 

 

・創業者 

事業を営んでいない個人であって、申請年度内に事業を開始する具体的な計画を 

有するもの 

 

・ＮＰＯ法人 

特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人 

 

・一般社団法人 

  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人 

 

・一般財団法人 

  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般財団法人 

 

・公益社団法人 

  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する公益社団法人 

 

・公益財団法人 

  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する公益財団法人 

 

３．対象事業 

（１）主に西条市の地域資源（ 注 １ ）や特性を活かした特産品を新たに開発し、商品化す

る事業。 

（２）既存の特産品を改良する場合は、原料、製造法等の商品自体の改良が加わり新た

な商品として認められる事業で、次の要件の全てを満たすもの。 

・西条市内で生産される資源を主に使用すること。 

・名称や意匠が西条市の特産品としてふさわしいこと。 

・将来にわたり、西条市の特産品として定着が期待されること。 
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（３）対象外の事業 

・西条市の素材や地域特性が全く使われていないもの。 

・新商品としてオリジナル性がないもの。（模倣品） 

・流通性がないもの。（希少品及び相当数量の生産ができないもの） 

・既存商品のパッケージやネーミングの改良のみで商品自体の改良が伴わないも

の。 

 

（ 注 1）■愛媛県の地域産業資源に指定されている｢地域資源｣（西条市） 

（1）農林水産物（２６品目） 

みかん キウイフルーツ うめ かき 水稲 黒米 

はだか麦 大豆 トマト なす そらまめ だいこん 

たまねぎ ケール 七草 茶 地鶏 蜂蜜 

しいたけ 竹 エビ いちご 豚 ブルーベリー 

ツバキ イワシ     

（2）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術（１７件） 

手すき和紙 水産練製品 海苔 茶 地ビール うちぬき 

タオル 不織布 アラミド繊維 船舶 プラスチック製品 一般産業用機械 

アルミナ 溶融めっき鋼板 麦味噌 清酒 焼酎  

（3）観光資源（６件） 

四国八十八箇所霊場と遍路道 本谷温泉 石鎚山 西条祭り 

瀬戸内海国立公園 湯之谷温泉   

 

４．対象経費 

事業対象者が行う新たな特産品の開発等の取組みに必要な次の経費を助成対象とし

ます。 

 〇 人件費、改修費（工事請負費、修繕料）、物件費（燃料費、光熱水費、原材料費、

印刷製本費、通信運搬費、委託料、備品購入費、使用料、賃借料及び消耗品費）その

他必要な経費で市長が承認したもの 

 

５．事業支援金の額 

事業支援金の額は、１００万円を上限とします。 

 

６．申請手続き等の概要 

西条市ソーシャルインパクトボンド事業提案書（様式第 1 号）に次の書類を添えて

提出してください。 

≪法人の場合≫ 

定款 

登記簿謄本コピー 

市税納税証明書 

事業実施の概要がわかる資料 

その他市長が必要と認める資料 
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≪個人の場合≫ 

履歴書 

住民票 

市税納税証明書 

事業実施の概要がわかる資料 

その他市長が必要と認める資料 

 

【一次審査通過後、提出いただくもの】 

・過去 3 期分の税務申告書(決算書・内訳書も含む) 

・預金を確認できる通帳のコピー(直近決算日時点、直近の月末時点の 2 点) 

・返済予定表 (※借入がある場合) 

・直近月の試算表 

(※税務申告書を提出されている場合は必須ではありませんが、設立初年度で決 

算書がない場合等はご提出ください。) 

 

申請期間 

 平成 30 年 5 月７日（月）～平成 30 年 5 月 31 日（木） 

 

事業の流れ 

1 事業者は事業提案書類を提出し応募します。 

2 【一次審査】有識者で構成される選考会により、事業提案書類が審査されます。 

3 【二次審査】一次審査通過者については、有識者で構成される選考会で、事業者は 

事業内容のプレゼンテーションを行い、その内容が審査されます。あわせて、選考 

会参加者による協議により、事業終了時の到達目標を設定します。 

4 採択結果（及び採択の場合は事業支援金額）が書面により通知され、採択された場 

合は事業を実施していただきます。 

5 採択事業を実施するにあたり必要な資金（事業支援金）を市民等からの出資により 

集めます。（出資募集にあたっては、出資希望者向け説明会において、事業者も採 

択事業の内容説明を行う必要があります。） 

6 出資により集めた事業支援金を事業者に提供します。 

7 出資者や関係者が採択事業の進捗状況を確認するため見学を希望する場合、場合に 

より現地見学会を開催することがありますので、業務に支障のない範囲で対応し 

ていただきます。 

8 採択事業は平成 31 年 2 月 15 日までに終了し、平成 31 年 2 月 28 日までに実績報告 

書を提出していただきます。 

9 有識者で構成される審査会で、採択事業者は事業の実施状況の説明を行い、採択事 

業の到達目標の達成度について判定されます。 

10 到達目標を達成していると認められた場合、西条市は中間支援組織に交付金を交 

付します。 

11 到達目標を達成していると認められた場合、出資者に元本償還され、利子が支払わ 

れます。 
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お問い合せ先 

・西条市版ＳＩＢ事業について 

 西条市企画情報部地域振興課 政策推進係 

 〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷 164 番地（西条市役所本館 3 階） 

 TEL (0897) 52-1346 FAX (0897)52-1230 

 E-mail chiikishinko@saijo-city.jp 

 

・西条市特産品開発事業内容について【書類提出先も以下窓口】 

 西条市産業経済部産品価値創造課 産品価値創造係 

 〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷 164 番地（西条市役所新館 2 階） 

 TEL (0897)52-1380  FAX (0897)52-1386 

 E-mail sanpinkachi@saijo-city.jp 

 


